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令和７年３月２６日 

区民文教委員会資料 

教 育 委 員 会 指 導 課 

幼稚園教育職員に係る子育て部分休暇の新設 

及び子の看護のための休暇の改正等について 

１ 目  的

子を養育する幼稚園教育職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進していくために、

令和７年４月１日より「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づく部分休業期間の

補完を目的とした「子育て部分休暇」を新設する。 

  また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以

下「育児・介護休業法」という。）の一部改正（令和６年５月３１日公布、令和７年４月

１日施行）に伴い、「子の看護のための休暇」に係る子の対象年齢及び取得事由を拡大す

る等、所用の改正を行う。 

２ 経  緯 

 ○部分休業については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」において、取得にかか

る子の対象年齢が定められている（常勤は小学校就学の始期に達するまでの子、非常勤

は３歳までの子）。 

 ○部分休業期間の補完を目的として、令和５年度に特別区において「子育て部分休暇」の

創設について検討を開始。給与上の統一的な取扱いが決定し、各区で導入可能となった。 

 ○育児・介護休業法の一部改正により、「子の看護のための休暇」に係る子の対象年齢及

び取得事由の改正が行われるほか、所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大や介護離

職防止のための対応などが事業主に義務付けされた。 

３ 改正内容 

（１）子育て部分休暇【新設】 

  ①対象職員 

幼稚園教育職員（会計年度任用職員及び育児短時間を取得中の職員は除く。） 

  ②休暇概要 

項目 子育て部分休暇【新設】の内容  現行の部分休業 

子の対象年齢 小学校１年生となる４月１日から小学校６

年生の末日まで 

（障害がある場合※１は満18歳に達する

日以後の最初の３月31日まで）

 小学校就学前まで 

取得可能時間 1日につき２時間※２  1日につき２時間※２

取得単位 30分単位  30分単位 

給与の取扱 無給※３  無給※３

※１ 身体障害者手帳、愛の手帳を含む療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる又は指定難病を有する場合。 

※２ 部分休業は、育児時間、介護時間及び高齢者部分休業を合わせて指定の時間以内で取得可
能。子育て部分休暇が導入された場合、５つの休業で合わせて指定の時間以内。 

※３ 期末・勤勉手当の欠勤等日数の算定対象。
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（２）子の看護のための休暇【改正】 

項目 改正案 現行 

名称 子の看護等のための休暇※ 子の看護のための休暇 

子の対象年齢 小学校６年生の末日まで 小学校就学前まで 

取得事由 現行の取得事由に加え、 

・感染症に伴う学級閉鎖等 

・入園(入学)式、卒園（卒業）式 

を追加※

・子が負傷や疾病等により治

療、療養が必要な場合 

・子の予防接種、定期健康診断

等で通院へ付き添う場合 

取得可能期間 

現行から変更なし 

子が１人の場合５日/年 

２人以上の場合年 10日/年 

取得単位 １日単位又は１時間単位 

給与の取扱 有給 

※法改正による対応。 

（３）育児・介護休業法の改正に伴うその他の主な改正項目 

項目 内容 

所定外労働の制限（残業免除）

の対象拡大 

小学校就学前の子（現行は３歳に満たない子）を養育する

労働者は、請求すれば残業免除を受けることが可能 

介護に直面した職員が申出を

した場合の措置 

仕事と介護の両立支援制度等に関する情報の個別周知・

意向確認 

介護に直面する前の早い段階

（４０歳等）の職員への措置 
仕事と介護の両立支援制度等に関する情報提供 

勤務環境の整備に関する措置 研修や相談窓口の設置等 

４ 改正予定条例 

  東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

５ 今後の予定 

令和７年４月 制度運用開始
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第４２号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限) 

第１１条 教育委員会は、小学校就学の始期に達

するまでの子(民法(明治２９年法律第８９号)

第８１７条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者(当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法(昭和２２年法律第１６

４号)第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準

ずる者として教育委員会規則で定める者を含

む。以下この項、次条第１項及び第３項、第１

１条の３第１項及び第３項並びに第１８条の３

第１項において同じ。)のある職員(職員の配偶

者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナー

シップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイ

ノリティであり、互いを人生のパートナーとし

て、相互の人権を尊重し、日常の生活において

継続的に協力し合うことを約した二者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認め

る二者間の関係をいう。)の相手方で当該子の親

であるものが、深夜(午後１０時から翌日の午前

５時までの間をいう。以下同じ。)において常態

として当該子を養育することができるものとし

て教育委員会規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。)が当該子を養育するた

めに請求した場合には、職務に支障がある場合

を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

２及び３ （略） 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限) 

第１１条 教育委員会は、小学校就学の始期に達

するまでの子(民法(明治２９年法律第８９号)

第８１７条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者(当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法(昭和２２年法律第１６

４号)第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準

ずる者として教育委員会規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並

びに第１１条の３第１項及び第３項において同

じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又

はいずれか一方が性的マイノリティであり、互

いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に協力し合う

ことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に

相当すると任命権者が認める二者間の関係をい

う。)の相手方で当該子の親であるものが、深夜

(午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。)において常態として当該子を養

育することができるものとして教育委員会規則

で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。)が当該子を養育するために請求した場合

には、職務に支障がある場合を除き、深夜にお

ける勤務をさせてはならない。 

２及び３ （略） 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を
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要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限） 

第１１条の２ 教育委員会は、小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員が当該子を養育す

るために請求した場合には、職務に支障がある

場合を除き、超過勤務をさせてはならない。た

だし、災害その他避けることのできない事由に

基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限

りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、同項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある職員が

当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」と読み替えるもの

とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の

始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介

護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事

項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規

則で定める。 

（削除） 

第１１条の３ （略） 

（特別休暇） 

第１７条 （略） 

 (１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等

休暇、出生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊

娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時

間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、

生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護等のための休暇

及び短期の介護休暇 

 (２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、出

生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休

暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児

時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休

暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラン

行う職員の超過勤務の制限） 

第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子

のある職員が当該子を養育するために請求した

場合には、職務に支障がある場合を除き、超過

勤務をさせてはならない。ただし、災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、同項中「３

歳に満たない子のある職員が当該子を養育」と

あるのは、「要介護者のある職員が当該要介護

者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たな

い子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会

の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は

要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限） 

第１１条の３ （略） 

（特別休暇） 

第１７条 （略） 

 (１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等

休暇、出生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊

娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時

間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、

生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護のための休暇及

び短期の介護休暇 

 (２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、出

生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休

暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児

時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休

暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラン
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ティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護等

のための休暇及び短期の介護休暇 

２ （略） 

（介護休暇） 

第１８条 教育委員会は、職員がその配偶者、父

母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で

定める者（第１８条の４第１項において「配偶

者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により

日常生活を営むことに支障があるものの介護を

するため、勤務しないことが相当であると認め

られる場合における休暇として、介護休暇（前

条第１項に規定するものを除く。以下この条に

おいて同じ。）を承認するものとする。 

 ２ （略） 

（子育て部分休暇） 

第１８条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間

勤務職員等を除く。）が満６歳に達する日の翌

日以後の最初の４月１日から満１２歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある

当該職員の子その他教育委員会規則で定める

子を養育するため、１日の勤務時間の一部につ

き勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として、子育て部分休暇を承

認するものとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要

な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員

会規則で定める。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員

に対する意向確認等） 

第１８条の４ 教育委員会は、職員が配偶者等が

当該職員の介護を必要とする状況に至ったこと

を申し出たときは、当該職員に対して、仕事と

介護との両立に資するものとして教育委員会規

則で定める制度又は措置（以下この条及び次条

において「介護両立支援制度等」という。）そ

ティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護の

ための休暇及び短期の介護休暇 

２ （略） 

（介護休暇） 

第１８条 教育委員会は、職員がその配偶者、父

母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で

定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活

を営むことに支障があるものの介護をするた

め、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として、介護休暇（前条第１

項に規定するものを除く。以下この条において

同じ。）を承認するものとする。 

２ （略） 

（新設） 

（新設） 
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   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第１

１条の２第１項の規定による超過勤務の制限に係る請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの

子を養育するために行うものに限る。）は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

の他の教育委員会規則で定める事項を知らせる

とともに、介護両立支援制度等の請求、申告又

は申請（次条において「請求等」という。）に

係る当該職員の意向を確認するための面談その

他の教育委員会規則で定める措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４

０歳に達した日の属する年度（４月１日から翌

年の３月３１日までをいう。）において、前項

に規定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条の５ 教育委員会は、介護両立支援制度

等の請求等が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る

研修の実施 

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の

整備 

(３) 前２号に掲げる措置のほか、教育委員会

規則で定める介護両立支援制度等に係る勤務

環境の整備に関する措置 

（新設） 


